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Ⅰ．事例研究 

 

脳性まひ児に対する自立活動指導の再考 

北野 繁（自立活動・研究部）   

                                          

1．はじめに 

私は理学療法士の免許を取得し、昭和61年障がい児

教育の世界に入職した。 

岸和田支援学校には平成2年に赴任し、自立活動主

担として35年間、脳性まひの子どもたちの自立活動に

関わってきた。主担という立場上、小学部1年から高

等部卒業まで、12年間の変化を肌で感じながら、時に

は経年変化を振り返るという、検証的な作業をするこ

とができ有意義であった。 

その間、自立活動指導の引出しを広げるべく、各種

研修会に参加し、様々な方法を試みた。自立活動の指

導後は、筋肉が柔らかくなり、姿勢が向上する、歩容

が良くなる等、訓練室での変容は見られるものの、学

校生活全般においての機能改善は、困難なことが少な

くなかった。機能面では、小学部高学年から中学部段

階でプラトーに達し、とりわけ緊張の強い子どもは、

筋肉と骨成長のアンバランスが強いため、拘縮が進行

してしまうことが多々みられた。 

そんな時、ある研修会で図1の写真を目にすることに

なった。目が点になり体に電流が走ったのを覚えてい

る。何とも奇想天外な訓練法で、アメリカ、ヨーロッ

パの一部の国で導入されているらしい。ベルトを巻い

た子どもの体に、四隅からゴムバンドを張り、それが

あたかも蜘蛛のように見えるので、スパイダーという

名称で紹介されていた。 

 当時、日本ではびわこ学園医療福祉センター草津し

か導入されておらず、早速びわこへ足を運んだ。体重

を免荷し、楽しそうに活動している様子を見て、是非

学校でも導入したいと思い、平成24年「重力軽減環境

訓練システム」と表明し全国の支援学校で初めて実施

した。 

 名称は、子どもたちが楽に立てる、楽しく立てると

の思いから「楽々スタンディング」を略して「楽スタ」

の愛称で内外へ発信した。（以下楽スタ） 

 今回、重度の障がいのある子どもにスポットを当て、

全介助でねがえりもできない子どもたちが、体そして

頭部、上肢の重さを免荷すると一人で座位姿勢がとれ、

すばらしい学習活動ができたことを報告したい。 

     

図１ 高塩純一：「障害をもった子どもにとっての重力」     

 

2．目的 

 私たちは、１Gの環境下に適応して生活しているが、

脳性まひの子どもたちは、原始反射の残存や、筋出力

の弱さ等が要因のため、姿勢を保持し動くことがとて

も困難になっている。 

 わずか数秒保持することができても、すぐに崩れて

しまうことの繰り返しになり、子どもは失敗ばかり経

験し「やった・できた！」という自己肯定感を育むこ

とが難しかった。 

 そこで、子どもの能力によって体の重さを免荷する

ことで、姿勢保持ができ動くことが好きになり、次の

動作の成功に繋がっていく。重度な子どもになれば体

の重さはもちろんのこと、頭の重さ、上肢の重さも免

荷することが必要になる。 

 コンセプトは体の重さを部分免荷すること、そして

不安定ながら制御された環境を作ることにある。 

 

3．方法 

（1）体の免荷 
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 腰部・胸部に2連結の骨盤ベルト（図2）、股パット

を装着し、2ｍ立方体のフレームの四隅からゴムバンド

で引っ張ることで、体を免荷し体幹の崩れを修正する。

ゴムの本数は、子どもの能力と重さによって異なり、

一方向に3～4本つけるのが一般的である。 

体重をどれだけ軽減したかは「免荷率」で表した。 

楽スタ装着時の体重を測定し、

元の体重との差を体重で割り、

100 を掛けて免荷率を算出した。  

例えば、50㎏の子どもが楽スタ

座位で 40 ㎏とすると免荷率は

20%となる。座位での免荷体重は、

座面と両足部に体重計を一つず

つ置いて3つの合計を計算した。 図2骨盤ベルト2連結 

 

（2）頭部の免荷 

頚椎牽引用装置に用い

られる頚椎固定バンド

（図 3）を顎と後頭部

で支持するようにセッ

トし、上方へ引っ張る

ように工夫した。ロー

プの調節は、カムクリ

ート付きブロック（図

4）を楽スタフレーム両

側面につけ、直上部に

滑車（図 5）天井にカ

ラビナ（図 3）を付け

て張り調節ができるよ

うにした。この装置は、

本来ヨットの帆の張り

調節をするために使わ

れるもので、ロープの

脱着が容易にできる。

引っ張りすぎず、緩み

すぎないよう、体幹の

上に頭部がくるように

調節する。そのことで、

頭部・体幹のアライメントが整いわずかな力で頭部保

持ができ、頭の回旋や、うなずき様の動きが可能にな

る。 

 

(3)上肢の免荷 

上肢の免荷の発想は、ポータブルスプリングバランサ

ー（PSB：Portable Spring Balancer）の使用から思

いついた。（図6以下PSB） 

この装置は、主に筋出力の弱い筋ジストロフィーの子

どもに、使われてきた歴史がある。しかし楽スタ同様、 

上肢の重さを軽減することで、麻痺のある子どもたち

にも応用できることがわかった。 

 

 図6  PSB                 図7 手作り様のPSB 

両上肢の重さは、身体の16％と言われている。その重

さを軽減することで、多くの子どもたちの姿勢・上肢 

機能の向上が見られた。しかし、楽スタのフレームの

中にPSBを設置するのは無理があるため、簡易な装置

を作製した。PSB 様の手作り教材は、伸縮性のある布

（80cm×45cm）を二つ折りにして、腕を吊れるように

し、上の部分には、巾着袋の紐を通す巾着口を作り、

そこに直径7cmのリングを通し、楽スタフレームの天

井からゴムバンドで吊るようにした。（図7） 

 

4．事例 

■事例1  一人で座ってゲームができた！ 

 高3男子訪問籍(令和5年当時) 診断名 脊髄性筋

萎縮症（Ⅱ型） 

背臥位からの姿勢変換は不可、手指はわずかに動かす

ことが可能。免荷率は21％。ADLは全介助、コミュニ

ケーションはとれ、自分の欲求を伝えることができる。 

校内での医療的

ケアは、経管栄

養（胃ろう）吸

引（口、鼻、カ

ニューレ）気管

切開部の衛生管

理、人工呼吸器

による呼吸管理

を実施している。 

 家では上記に加えて酸素療法を実施している。       

小学部では週に 3回、1回 2時間の訪問指導を受けて

図3  頚椎固定バンド・カラビ

ナ 

 

図4カムクリート付きブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5  滑車 

 
   図8 車椅子の様子 
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いた。中学部でも同様の指導を受けていたが、中3か

ら週1回のスクーリングと、週2回の訪問指導に変更

した。高等部では通学支援事業で週に２回登校し、週

１回は、自宅で2時間の訪問授業を受けていた。楽ス

タを主とした自立活動は中3から週1回4年間受ける

ことができた。頭部・体幹とも全く支持性がなかった

ので、介助でのベンチ座位を想定し、教師がベンチに

座り子どもの頭部、体幹を支えている間にもう一人の

教師が頚椎固定バンドを着けて頭部を安定させた。そ

して骨盤ベルト2連結で楽スタ座位をとり、大腿部に 

ベルトを巻いて、下肢のアライメントを整え一人で座

れるよう工夫した。その間、数分であるが人工呼吸器

をはずして自発呼吸を促した。 

中学部の自立活動では、Wiiスポーツのチャンバラ 

  

図9 ゲームをしている様子 

から始まり、卓球、バスケットボール、ボウリング、

スカイレジャーと様々なスポーツを楽しく活動するこ

とができた。あるゲームではWiiのリモコンを天井か

ら吊るして、自分で持ち左右に傾けてゲームに集中す

ることができた。（図9） 

勝敗のかかったゲームでは目を大きく見開き、勝負師

のような形相で、顔面の表情筋を動かし頭部・体幹を

前後に動かしながら、自分なりの動きでスポーツを表

現できた。また教師と一緒にリモコンを握って大きく

振ったり、左右に動かすことも対応できた。 

勝負にこだわり、何度も繰り返すうちに30分活動する

こともあった。 

 高等部ではマリオカートに取り組んだ。PSB 様の装

置に上肢の重さを委ねることができるので、ハンドル

を握る力も少しずつ強くなり、ハンドル操作も向上し、

上位進出を狙えるようになってきた。楽スタ座位では、

常時人工呼吸器をつけて活動したが、血中の酸素飽和

濃度も安定した数値を示していた。 

終了後はやりきった感一杯で、とても満足そうな顔を

している。そしてその後の吸引では、どの授業の後よ

りも、大量の痰を引くことができた。 

 

■事例 2 姿勢保持がもたらす主体的な外界へのかか

わり 

中３女子（令和5年当時） 診断名 脳性まひ 背臥

位からの姿勢変換は不可、左股関節亜脱臼、日常は座

位保持装置を少しリクライニングして姿勢管理してい 

る。免荷率は22％。 

校内での医療的ケアは、経管栄養（胃ろうボタン）吸

引（口鼻腔）酸

素療法を実施し

ている。ADL は

全介助。コミュ

ニケーションは、

「はい」の時は 

笑顔で伝えるか、

声を出して伝え

ることができる。

嫌な時は、「うぉ 

ー」と声を出す、あるいは目をそむけることもある。 

介助座位は、頭部・体幹不安定なため、前方へ崩れて

しまう。あるいは頭部の反る緊張が入り、後方へ反っ

てしまうこともある。そのため注視した物に触れると

いう経験がほとんどできなかった。 

そこで事例1と同じ要領で楽スタ座位をとった。 

  

    図11 座位でお絵かきの活動 

すると自ら姿勢保持が可能となり、周囲を見まわし、

自分の意思で左右に動かすことができるようになった。

上肢はPSB様の教材で免荷し、前方にテーブルを置き

オルガンやツリーチャイムの配置を工夫することで、

 

図10  車椅子の様子 
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自分で押して音を鳴らす等の活動ができてきた。また

最近では外部の作業療法士の指導を受け、右手でマジ

ックを持って絵を描く活動をしている。（図 11）ツリ

ーチャイムを鳴らすときは、正中から外側しか動かな

かった上肢が、マジックを持つと正中から外側、また

その逆にも動かして線を描くことができた。さらに教

師が、マジックの先に当たるように紙を空間で移動さ

せると、マジックを上下に動かすこともできた。この

指導を10回繰り返すことで、すばらしい作品を完成す

ることができた。（図12） 

上肢を動かすと、中枢部である体幹の固定性も必要

なため、相乗効果で座位姿勢や車椅子での姿勢がよく 

 
図12    完成した作品 

なった。身体のアライメントを楽スタの装置で整え、

頭部・上肢を免荷することで、注視や手の操作性が向

上した事例であった。 

 

6.考察 

 二つの事例で、もし股、膝の屈曲拘縮が僅かで楽ス

タ立位がとれると仮定すると、経験的な推測ではある

が長下肢装具を装着し 80～90%の免荷が必要と思われ

る。それは下腿骨、大腿骨の上に骨盤がのり、かつ体

幹を支えるための強固な支持性が必要なためである。

それが楽スタ座位になると、僅か20％弱の免荷で姿勢

保持が可能となった。 

 まず足部を安定させ、大腿骨を対称的な位置にする

ことで、座面の基底面を大きくする。そして骨盤を中

間位に保ちその上に骨盤ベルト 2連結（図 2）にする

と骨盤から体幹を一つのユニットとして支えることが

でき、最小限の筋活動で座れるようになる。下部のゴ

ムは骨盤を中間位に保つように補強し、上部のゴムで

体の崩れを修正した。そして頭部を体幹の上に均衡に

保持できるよう、天井のカラビナの位置を調節した。

頭部、上肢の重さは体重の 8％と言われているが、こ

の重さを各装置で軽減することで 20％弱の免荷率が

実現できた。 

 従前の座位保持では、子どもをベンチに座らせ教師

が後方から片手で体幹を保持し、もう一方の手で頭部

を支えるのが精一杯で、もう一人の教師が、前方から

関わらないと何もできないのが現状であった。 

 それが頭・体幹・上肢の重さを免荷することで、一

人で座ることができ、教師は前方から、子どもの表情

や教材の操作ができるというのは、画期的なことであ

る。 

 楽スタ座位を設定した当初は、頭部・体幹ともに反

る動きが優勢になってしまうが、ゴムバンドの張る位

置や、ベンチに座っている位置を変えることで、反る

動きが中和され、正中での姿勢保持が改善された。 

 大畑 2)は体重増加に対する筋力の相対的な低下は、

学童期において、運動機能が低下する現象を説明する

可能性があると述べており、脳性麻痺児に対する理学

療法技術の再考の中で、子どもたちの活動量を増加さ

せるための理学療法技術を確立することが求められて

いると結んでいる。 

 低負荷・高頻度でこの取り組みを継続していくこと

で、座位保持時間が長くなり、頭部や上肢の動く範囲

が拡大した。頭部が安定すると注視も上手になるので、

上肢が使いやすくなり、ハンドルやマジックを握る力

もついてきている。すると体幹も安定的に働きやすく

なる等双方向の効果がみられた。 

学校現場で筋厚を測定するすべはないが、姿勢保持時

間が伸びているのは筋厚が増加していると信じたい。 

 

7．まとめ 

 日常、リクライニング車椅子に座っている子どもが、

この自立活動の時間だけは、様々な装置を工夫して一

人で座っている。そして、其々の活動ができるのはす

ばらしいことである。2 人とも授業の始めに「楽スタ

をする？」「臥位でストレッチをする？」と問いかける

と明確に前者を選択してくれる。そして授業中は集中

して主体的に取り組み、終わった後はすべてやり切っ

たという満足そうな笑顔をみせてくれた。 

 楽スタで姿勢を保ち、集中して夢中になれる環境設

定をし、低負荷・高頻度の活動が実現できると、従来

からのエビデンスが変わる事例が発見された。 
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現在、この指導法を脈々と若い世代の先生方に伝達

し継承している。事例1の子どもが、卒業間際の最後

の授業日に、「今日は最後の楽スタや」と言われた時は

胸が痛む思いがした。 

 この取り組みが支援学校だけで終わることなく、就

学前、卒業後の施設においても切れ目なく、ワンスト

ップで繋がっていくことを期待している。 
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Ⅱ 実践報告 

 

視線入力装置をコミュニケーション学習の教材として活用した取り組み  

野中 純子 (自立活動・研究部) 

 

■要旨：本校では、視線入力装置をコミュニケーション学習の教材として使用している。その成

果について校内で共有するために、毎年視線入力だよりとして発行してきた。この視線だよりで

紹介してきた７年間の取り組みについて、指導事例を挙げてまとめたものである。  

 

■キーワード：視線入力装置、視線入力だより、アセスメント、文字入力、選択する力、 

集中して見る 

 

 

１．はじめに 

 

本校で視線入力装置を自立活動のコミュニケーション学習に導入してから、７年半が経とうと

している。当初からの取り組みの方法としては、全学部の児童生徒の自立活動（コミュニケーシ

ョン学習）を担当する自立活動の専任教諭が中心となり、自立活動の時間の指導及び抽出指導の

時間（週２時間）を主に利用してきた。言語によるコミュニケーションが困難な児童生徒を対象

に担任や保護者からの依頼を受け、どのような見え方をしているのかをアセスメントし、その後

効果が期待される児童生徒について継続的な指導を行なってきた。そして、「どのように使うのか」

「何ができるのか」「どのような成果が得られるのか」といったことが、多くの児童生徒に指導す

ることでわかりだしてきた。しかし、視線入力装置を使用し始めてから数年は、パソコンの設定

や評価の方法など難しく感じられ、またどのような効果があるのかもわからず、なかなか視線入

力装置の使用を校内で広めることができなかった。  

そこで令和２年度に、当時中学部３年生の生徒が取り組んだ一年半の指導の成果を本校紀要に

掲載したのをきっかけに、校内で情報を共有し、視線入力装置を使った指導について興味をもっ

てもらい、一人でも多くの教員に使用してもらうことを目的として、視線入力だよりを発行する

ことを思い立った。毎年、視線入力だよりに児童生徒の実践事例を掲載していくことで、どのよ

うな児童生徒が視線入力の指導の対象となるのかを知ってもらい、今後の児童生徒への継続的な

指導にもつなげていくことができると考えた。そして、これまでに８事例を紹介することができ、

徐々に視線入力装置の指導効果についての認識が広まりつつある。それに伴い、視線入力装置を

使いたいと希望する教員も増え、今年度はコミュニケーション学習をする教室以外に視線入力ル

ームを新たに設置し、誰でもがいつでも使用できる環境を整備することができた。 

本稿では、これまで視線入力だよりで紹介してきた指導事例の内６事例について、本校での実

践の記録として掲載する。 
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２．指導の事例 

 

（１）事例１「文字入力ができるまで」 

 右半身麻痺により車いすを使用。発声は一音一音ゆっくりとした発声で、舌の挙上や口唇の閉

鎖が不十分なため不明瞭な音もあり、聞き取りにくく意思伝達に時間を要した。また上肢を使お

うとすると、自分の意志に反して手が震えてしまう振戦という症状のために、筆記困難。すぐに

意思が伝わらないもどかしさから、ストレスを感じることも多いようであった。自立活動の時間

の指導では、中学部１年生から発声の明瞭性を上げるための構音指導を実施していた。１年生の

９月より、構音指導と併行して、視線入力装置によるコミュニケーション手段の獲得を目標とし

た指導にも取り組むことになった。自分の思いを綴ったり他者へ手紙やメールを送ったり、高等

部卒業後の生活を見通し、パソコンを視線で操作できることを長期の目標とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図１                   図２ 

 視線入力訓練ソフト EyeMoT（島根大学）の風船割りや射的に取り組み、視線履歴を分析した。

その結果、右半分への視線の移動が困難であることがわかった (図１ )。また視線入力ソフト

「SensoryEye-FX」の神経衰弱（６枚）を実施すると、左上から左下に開いて、右半分（特に右

下）が残る傾向にあった(図２)。右のカードに視線を合わせて注視し、カードを裏返すことにも

時間を要した。時には眼球を動かせず、頭を動かして代償しようとする様子もみられた。しかし、

１か月後には、右上からカードを開くことができ、全カードのマッチングまでの時間も日を追う

ごとに速くなった。コロナにより４か月のブランクはあったが、カードの枚数も少しずつ増やし

ていけた。１年後には神経衰弱 20 枚への取り組みと併行して、文字入力を練習するために 50 音

表を使ったしりとりゲームにも毎時間取り組んだ。その半年後には、50 音表を使い、自分の名前

や好きな言葉を入力する指導内容にも取り組めるようになった。自分から入力したいと言い、大

好きなアニメの登場人物の名前(10 文字)に「だい 

すき」と付け加えた 14 文字を１分 18 秒で入力で 

きるようになった（図３)。入力を終えた時の満足  

気で嬉しそうな表情がとても印象的であった。２ 

年生の３学期には、本児の気持ちをファンレター  

作成という形で自由に文章入力することができる  

ようになった。  

                               図３ 
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（２）事例２「麻痺側を意識して見る・探索する」 

 右半身麻痺により車いすを使用。発声は不明瞭であるが、イエス・ノーははっきりしており、

簡単なサインや指さしで意思表示ができる。選択する際に左側を選択することが多く、麻痺側を

意識して見ることを目標として指導を始める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

           図４                   図５ 

上の図の視線履歴は、令和元年(2019 年)に本校に視線入力装置が設置され、アセスメントとし

て体験したときの記録である。風船割り(図４)では、左から出てくる風船にしか注意が向けられ

ていないことがわかる。しかし対象物を注視する力はあるので 18 個もの風船を割ることができ

ている。また画面にひとつ星が現れ、注視すると消えて、また別の場所から星が現れるソフト（図

５)では、右に現れた星を見つけ出すことができなかった。  

翌年の令和２年度７月から、週に１回、自立活動の時間の指導を使って継続的に指導を開始す

ることになった。指導の内容は、前半に視線入力装置により麻痺側の右側を意識して見る学習を

実施した。授業の後半は、「カードによる教材の二者択一でカードの見比べ」、「教材を右側に置い

て左側に移し変える作業」、「タブレット端末を使ったゲーム」を通して右側を探索する能力を高

めた。  

指導期間中に保護者から「眼鏡の作成に当たり、どの程度見えているのかがわからず、眼鏡が

必要であるのかがわからない」という相談があり、視線入力装置での指導の様子を見学してもら

った。しっかり見ていることが客観的にわかり、眼鏡の作成をすることとなった。指導を始めた

５か月後に眼鏡が完成し、装着して初めての授業で、視線を認識するためのキャリブレーション

設定を実施したところ、最も優れた判定結果が出た。眼鏡を装着した効果により追視や注視がし

っかりできるようになったことがわかった。  

担任には、授業の様子を見てもらい、日常生活にも取り組めることを提案するなど連携を取り、

自立活動の時間の指導だけでなく、学校生活全般に般化してもらうよう協力を依頼した。例えば

給食のお盆や教材等を右側に置いてもらい、何を食べるか選んだり、教材を探索したりする機会

を設定してもらった。その結果、９か月後には風船割りで見る範囲が広がり(図６)、また見つけ

られなかった右側の星を注視できるようになった (図７)。 

6 個のたこ焼きをひっくり返して焼くというタブレット端末を使ったゲームでは、始めは右端

のたこ焼きをタッチできなかった。しかし、2 月ごろには左から順にタッチしていきながら、右

へ視線を移し全てを焼くことができるようになり、以前に比べ、その時間も短くなった。またタ

ブレット端末の画面上で 4 つの教材を選択する課題では、左下にある教材の写真をタッチするこ

とが多かったが、右にある教材も選ぶことができるようになった。継続的な指導により「麻痺側

を意識して見る・探索する」ことに視線入力装置が効果を表すことを実感できた事例であった。 
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           図６                  図７ 

 

（３）事例３「集中して見る力をつける」 

 ７か月にわたり指導した小学部の児童。介助歩行ができ、発話は困難だが簡単な指示は理解で

きる。指導前の困り感として、「呼名に対し後ろを向いてアイコンタクトを取ろうとしない」、「も

のの選択ができず左手で左のものを取る」、「周囲の動くものに対して敏感で一つのことに集中し

て取り組めない」ということを担任から聞き取っていた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

            図８                   図９ 

上の図は、指導開始時に記録したものである。目の位置や眼球運動には個人差があるため、視

線入力装置を使用する前に、図８に示す「キャリブレーション」という操作を行う必要がある。

「キャリブレーション」とは、視線を正確に算出・調整するため、目の動きを計測することであ

る。この図８では、斜視のある児童が右目で対象物を捉えにくいことを表している。そのため図

９にあるように風船割りをすると、左下部の風船に視線が集中していることがわかる。ものの選

択で、２つのものを並べて提示すると、左側ばかりを選択するのは、右側にあるものをしっかり

目で捉えることができていないのかもしれないと予測される。  

 そこで指導内容として、授業の前半は視線入力装置を使い、パソコン画面中央を注視する学習

を実施した。後半には、「名前を呼ばれたら前を向いて写真を撮ってもらう」、「おもちゃの写真カ

ード 2 枚から 1 枚を選ぶ」を設定した。名前を呼んだ後にタブレット端末で児童を写真撮影し、

それを見せて楽しんだり、逆に立場を変えて教員を呼び写真を撮らせて上手に撮れたことを褒め

たりすることで、呼名への抵抗感を軽減したいと考えた。教材選択では、選んだ写真カードを教

員に渡すと、好きなおもちゃが手に入るという経験を積ませて、欲しいものを選ぶ力をつけるこ

とをねらいとした。  

指導当初はソフト「Look To Learn」の中央にある卵を注視すると割れて中から鳥が出てくる
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アプリやピアノの鍵盤を見ると音が鳴るアプリを使用したが、なかなか中央部分を注視すること

ができなかった。そこで、動くものに対して反応が良いことから、指導３か月目に入ってからは

左右から水平線上に次々現れる仏像を倒していく射撃アプリを最初に取り組むことにした。  

 

 

 

 

 

 

      図 10             図 11            図 12 

上の図は射撃アプリを始めて 4 回目の視線履歴である。図 10 は地蔵の現れる中央部分を集中

して見ることができていることがわかる。その後すぐに実施した風船割り（図 11）では見る範囲

に広がりがみられた。また卵割りについては、続けて 3 個の卵を割ることができるようになり、

それにかかる時間も短くなっていった（図 12）。 

 そして、この頃から他の課題にも変化が表れた。教材選択では右側のカードを取ることができ

るようになり、選択したおもちゃで教員と長く遊ぶこともあり、欲しいものが選べていると感じ

ることができた。呼名に対しては、正面を向くことができるようになったが、まだアイコンタク

トを取ることは難しかった。ただ撮影した自分の姿には関心を示し、教員を撮影するときはタブ

レット端末のシャッター部分に自ら手を伸ばして押しにいくことができた。さらにその後、指導

を進めていくうちに呼名に笑顔でアイコンタクトをとれるようになり、以後はタブレット端末が

なくても呼名に対しアイコンタクトをとりながら挙手することもできるようになり、教室でも朝

の会で同様に挨拶ができるようになった。それまで視線入力装置を使った指導を継続し、注視や

追視する力がつくことで、日常生活にどのような影響が表れてくるのかということが本校ではま

だ明らかではなかった。しかし、本事例のように、見ることについての日常生活での困り感が減

少した時期と、静止しているものに注視ができるようになり、パソコンの画面全体を見ることが

できるようになった時期が一致していたことに気づくことができた。継続的な指導により「集中

して見る力をつける」ことができ、日常生活でも児童に変化が表れた事例であった。 

 

（４）事例 4「姿勢の改善で見え方が変わる」 

 言語による発声が困難であるが、内言語は高く、サインやカードを使用してコミュニケーショ

ンをとることができる生徒である。初めて視線入力装置を使用したのは、令和５年 11 月であっ

た。視線を正確に算出・調整するため、目の動きを計測するキャリブレーションをしたところ、

画面上で左上から右下に移動するアンパンマンを追視・注視することができず、教員が代用して

の設定をした。そのあとすぐに実施した風船割りのアプリで、パソコン画面の下ばかり見ている

ことがわかった。そのため神経衰弱のゲームをしても左下のカードしかめくることができず（図

13）、小屋の中から動物が出てくるアプリでは、小屋の扉を注視することができず、動物が出て

こないという結果になった。生徒の姿勢を横から観察すると、眼球が上部に動かないのではなく、

肩よりも頭が前方に出ており上部が見づらく、上目遣いでしか見ることができないことがわかっ

た。そこで側方から頭部をコントロールし、頭を教員に預けるようにしたところ、頭の位置を肩

の上に戻せたことで上部が見やすくなり、さらに注視ができるようになった。そして開けること
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ができなかった小屋の扉を開け、中から出てくる動物を全部見ることができた。次の週には、6

枚の神経衰弱をすらすら開けることができ、声を出して笑いながら楽しむ姿も見られた (図 14)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 13                   図 14 

2 回目の指導では、楽に上部を見ることができるようにリクライニングのできる車いすを使用

し、後方に頭を預ける設定を試みた。しかし、これまで肩よりも前で頭を支持する姿勢に慣れて

いるためか、首の力を抜いて後方のヘッドレストに頭を預けることができなかった。結局、生徒

が安心して体重を預けることができる頭部のコントロールが、最も安定した頭の位置を保持でき

る方法とし、視野が広がり注視ができて見る力が伸びることがわかった。日常の授業の中で、こ

こはしっかり見てほしいという場面では、必要な支援になってくることを他の教員に伝えること

ができた。  

 

（５）事例５「子どもの持っている力を発揮できる教材としての活用」 

週１回、３か月の継続指導により、パソコン画面上で見る範囲が広がっただけでなく、注目し

てみることができるようになった事例である。 

本生徒は、パソコン画面を見ることで、画面に変化が起きることを理解し、楽しむことができ

た。第１回目の指導でアセスメントとして風船割りをした時の視線履歴が、下の図 15 である。 

   

                    

 

 

 

 

 

 

 

        図 15                         図 16 

 

右優位で、さらに眼球が上部にあり、左下を見ていないこともわかる。日常生活の中でよく行

われる二者択一による選択場面では、左のものが捉えられていない可能性があることが予想され

た。このことから２つのものをある程度近づけて目の高さで提示することで、見比べやすく意思

を反映した選択ができることを担任にアドバイスした。  

聞いた音や声に対して真似る・行動するなどの反応を返すことができる生徒が、特に好きなソ
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フトが「おならの雲」であった。注視した位置によりおならの音が変わることを理解し、画面全

体を見ることができた（図 16）。また教員の「臭いねえ」の言葉かけに喜んで、音を真似た発声

でコミュニケーションを取ることもあった。  

 

 

 

 

 

 

 

          

           図 17                     図 18  

「射的」では、的を注視するとブロックが崩れ（図 17）、下からキャラクターが現れることを

理解して（図 18）、次々的に視線を移していくことができた。難しい課題であったが、４つのキ

ャラクター全てを出現させるのに４分 42 秒間かかったものの、最後まで集中して取り組めた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19                    図 20 

このように画面全体を見ることを促進するソフトだけでなく、注視すると変化が起きるソフト

にも取り組んだ。その結果、３月に授業始めの風船割りで８個の風船を割るのに視線履歴の総距

離が 17345px であったのに（図 19）、終了時には画面の中央部を見ることができ、11 個の風船

を割るのに 7878px と半分以下の距離で効率的に風船に注目して割ることができている（図 20）。 

以上、3 か月間、計 10 回の指導であったが、視線入力装置を使用した授業にも慣れ、言葉かけに

対する反応も良く、眼球の動きや見る力に成長が感じられた事例であった。 

視線入力装置を使用する場合、パソコンの画面に集中するために暗室で実施する。そのような

集中しやすい環境下で、楽しかったり面白かったり興味をそそるソフトを使用することが、本来

持っているその子どもの力を十分発揮できるのかもしれないと感じた。  

 

（６）事例６「選択する力をつける」 

指導を継続することで、視線により選択する力が年々成長した事例である。 

発声や手で取って選択することができない生徒であるが、視線による選択が可能であり、２年間

の取り組みにより 2 択から４択ができるようになった。4 択になると選択肢が 2 段に提示される

ため、上下左右の眼球運動が必要になってくる。しかし見事に見分けて、さらに指導を重ねるご

とに見分けるスピードが速くなった事例である。 
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担任より選択する力を 2 択から 3 択に広げていきたいという相談があり、週１回の授業で継続

的に取り組むこととなった。指導の初めに実施する風船割りでは、視線履歴から左側を見ること

が優位で右側をあまり見ていないことがわかる（図 21）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 

この状態で３つまたは４つの中から１つを選択すると見比べが不十分で、結果的に左のも  

のを選択することが多くなる。そこで先に画面全体を見るスキルを高めるアプリ「フルーツパン

チ」（図 22）や複数の選択肢から見たいところを注視するアプリ「農場」（図 23）を実施した。

眼球運動を良くして右側を見ることができるようになってから、3 つ（４つ）のキャラクターの

中から好きなアンパンマンを見つけるアプリに取り組んだ。                

                             

 

 

  

 

 

 

 

 

図 22                    図 23 

フルーツパンチは、次々に現れてはスクリーン上で動いている果物を目で追いかけるアプリで

ある。20 個の果物を大きなグローブで１個ずつつぶしてゲームが終了する。初めて取り組んだと

きは、２分 26 秒かかっていたが、回を追うごとにスピードが増し、４か月後には 67 秒で全てを

見終えることができるようになった。 

最初の 1 年間の指導により、図 24・25 の視線履歴から、アンパンマンが右であっても左であ

っても、的確に見つけ注視できていることがわかり、2 択だけでなく 3 択もできる力を持ってい

ることが確認できた。それと同時に、生徒の見分ける力や好きなものやわかっていることが理解

できたことも大きな収穫であった。 
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図 24                     図 25 

 翌年は、同じ射的アプリを使用し、4 つのキャラクターからアンパンマンを見分ける学習を実

施した。このアプリは、１ゲームで５回連続してアンパンマンを選択しなければならない。そこ

でゲーム終了までの時間を毎時間計測し記録することで、指導の効果を評価することにした。そ

れが以下の表である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26                    図 27 

 

 

 

 

 

 

 

図 28 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 29                    図 30 

最終の授業（R7/3/7）では、速いペースでアンパンマンを見つけ注視ができた（図 26～30）。

またこの頃には、教室に入ってきてパソコンを見ると笑顔になったり、好きなアプリがみつかり、

それを覚えていて画面が開くと笑ったりすることもあった。逆に次のアプリがなかなか開かなか

った時や、指導最後の風船割りが終わったあとに、驚くほど大泣きしたこともあった。毎時間、

継続して取り組むことで、見るだけでパソコンを操作できることを理解し、他者から支援を受け

ることなく、主体的にゲームを楽しめるようになったことの表れだと感じた。 

 

 

３.おわりに 

 

これらの事例は、最初は、「見せられていた」のが、見ると楽しいことが起こることを理解し、

もっと見たい、もっと探索してみたいという児童生徒の心の変化が見る力を高め、眼球の動きを

良くする一因となった事例である。また、児童生徒にとって視線入力装置は、自然と楽しみなが

ら見る力を高めていけるツールというだけでなく、今までできなかったことができるようになる

こと、それが一番の魅力であると思われる。 

事例２の生徒を２か月ぶりに指導したときに、ぬり絵のソフト(ひよこの色ぬり)を実施してみ

た。色の選択では画面下部の端から端まで数色提示されているが、中央部から好きな色を選び、

ひよこへ視線を移して塗ることができた。その時の生徒の達成感のある嬉しそうな表情が忘れら

れない。手指の巧緻性から考えると、実際に紙面での色ぬりは支援がないと難しい課題である。

しかし、視線入力を使うと、その過程が理解できて、自分で好きな色を選択し、塗る作業を一人

で行動に移すことができる。このように重度の障がいを有する児童生徒にとって視線入力は、将

来に向けて生活の質を高めることができるものであると考えられる。どんなに障がいが重くても

「できる！」を実現できる教材として視線入力装置を今後も活用していきたい。 
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Ⅲ．教育活動等のまとめより  

 

令和７年度 人権研修 

人権教育委員会 

                                      

■要旨： 

教員としての専門性をさらに高めるために全教員を対象に人権研修を実施した。昨年度に引き

続き、NPO 法人えんぱわめんと堺の代表理事である北野真由美氏を講師に招き「ハラスメントの

ない人間関係づくり」という表題で講義をいただいた。研修後はアンケートを実施し教員の理解

度等、率直な意見を集計し、その中で、肯定的な意見や感想が多くみられ教員の積極的な姿勢が

うかがえた。 

 

■キーワード：ハラスメント、子どもの権利、人間関係、力関係、境界線（バウンダリー）、 

人権尊重 

 

１．実施方法 

 

(１)日時:令和 7 年 8 月 25 日（金）14：00～15：30 

(２)題目:「子どもの権利とハラスメントについて」 

(３)講師:NPO 法人えんぱわめんと堺 代表理事 北野真由美氏 

(４)実施方法: 

   全教職員対象に研修を実施。講義形式を基本とし、一部ワークショップを加えることで教

職員が交流しながら内容を深めた。 

 

２．内容 

 

子ども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和 4

年 6 月に成立し、令和 5 年 4 月に施行された『こども基本法』について触れ、『子どもの権利とハ

ラスメント』をテーマにご講義いただいた。 

すべての子どもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的

取扱いを受けることがないようにすること等、子ども施策の基本理念をもとに、改めて子どもの

権利について考える貴重な機会となった。 

ワークショップ（資料参照）では、伝える側の意図が聞き手側にどう伝わるか、講師の言語に

よる指示で個々の教職員が描いた図形は驚くほど異なっており、双方の知識理解や経験、背景に

よって、同じことを伝えても結果が異なることをそれぞれ体感することができた。相手を尊重す

ること、互いに協力するとはどういうことかについて知識として理解しているが「心と体はその

通り反応できているのだろうか？」ということを個々に自覚することができた。 

ハラスメントについても、学校において私たち教職員が「当たり前」と感じていることを当た
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り前に押し付けることはしていないか？子どもたちの声にしっかりと耳を傾けた言葉かけができ

ているだろうか？ということを「子どもの権利」とも深くかかわる考え方である“境界線（バウ

ンダリー）”をキーワードに学んだ。 

自分と他人との間に設ける見えない境界線であるバウンダリーとは、誰かを拒絶するためのも

のではなく、自分を守りながら人とつながるための大切な仕組みである。自分が望む人との関わ

り方、相手が望む人との関わり方は異なる。子どもの頃からバウンダリーを育むことは、将来の

人間関係にとって重要である。 

大人は子どもに対して強い影響力をもち、意識しないまま子どものバウンダリーを侵害する可

能性があることを常に意識しながら子どもたちに関わっていく必要がある。 

また、こうした力関係から生じるハラスメント防止のために、「人権を尊重すること」、「それぞ

れの境界線を守ること」、「お互いを理解するためのコミュニケーション」という大切な３つのキ

ーワードが挙げられた。 

子どもの教育に携わる私たち教職員は、子どもの人権を尊重し、お互いの多様性を認め合い、

暴力のない社会を願うとともに、子どもも大人も自分を大切にし、自分らしく安心して生きるこ

とができる地域社会づくりに貢献できるよう、子どもたちの声を聴き、寄り添いながら支援する

存在でありたい。 
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３．まとめ 

 

研修後にアンケートを実施し、効果や理解度等について集計した。教職員の理解度については

100%であった。自由記述による研修後の気づきや感想等の一部を掲載し、まとめとしたい。 

 

以前担任したことのある家庭環境が複雑な児童の様子と重なるお話の内容で、改めて子ど

もの人権やハラスメントについて考える機会となりました。  

１学期に授業でバウンダリーを取り扱ったところでした。教員側も生徒の境界線を侵さな

いようにしていかないといけないと感じました。  

児童生徒の人権を考える上での土台となる考え方や意識について理解を深めることがで

き、これまでの自分を省みて気をつけねばならない点も確認することができた。  

ただ、表面的な言葉や関わりだけを見て"アレもコレも人権侵害の恐れがある"と萎縮して

しまったり、制限ばかりになってしまったりしないよう、本質を見失わないように気をつ

けたい。 

当たり前になっている距離というのが、人権という視点から見れていたかなと、改めて疑

問をもって考えることができました。  

今年もわたしたちの心に響くご講義をありがとうございました。  

わかっていても日常の中で忘れてしまいがちなちょっとした行動が子どもの人権を無視

した行動になってしまっていたこと、改めて見直しました。  

わたしたち教員が子どもの権利を尊重する態度を示すことで、まわりに気づきを与える存

在でありたいと思います。ありがとうございました。  

当たり前にしていたことが人権侵害に当たるかもしれないという気づきがありました。こ

れから気をつけて行きたいと思います。  

何気ない言葉かけの中で、子どもの人権の配慮に欠ける発言をしていないか、意識してい

きたいと改めて感じることができました。ありがとうございました。  

とても貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。  



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研修資料】 
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Ⅳ．研修会報告 

 

第２回 泉南地区支援教育研修会 公開講演会 

～「困りごとの解決に向けて！」～ 

講師 奥田祥司（堺市立重症心身障害者（児）支援センターベルデさかい） 

岡田 香奈子（進路支援部） 

 

■要旨：この公開研修は大阪府地域支援事業の一環として、本校教員に加えて地域の小中学校に

も公開して研修を行っているものである。堺市立重症心身障害者（児）支援センターにおいて作

業療法士としてご活躍されている奥田祥司先生をお招きして、作業療法を中心に、運動発達と感

覚の関係や、ライフステージの変化に伴いどのような支援が必要かを考える大切さなど、幅広い

角度からご講演いただいた。 

 

１ 実施日時と対象 

 

 (1)日時：令和 7 年 7 月 31 日（木） 

 (2)題目：「困りごとの解決に向けて！」 

 (3)講師：堺市立重症心身障害者（児）支援センター 作業療法士 奥田祥司氏 

 (4)対象：本校職員、泉南ブロック地域小中学校教員 

 

２ 内容と資料 

 

（１）内容 

 ①作業療法について 

   作業療法とは人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、職業などの領域で

行われる作業の焦点を当てた治療、指導、援助である。できるようになりたいこと、でき

る必要があること、できることが期待されている意味ある作業への参加を支援するもので

ある。 

 ②神経発達症（発達障害）について 

   診断基準の変遷、発達障害の境界はあいまいで重複も多い。先を見越して今何をするべき

か考えてやっていくのが大切ではないか。 

 ③自立活動を行うときの参考になれば・・・ 

   対象児を理解するために、正常運動発達や感覚機能を視点にする。正常運動発達の過程で

は、姿勢や運動の遂行に応じて筋緊張を適切に調整する能力が発達していく。我々が現在

保っている姿勢の前提となる動きを、乳幼児期にたくさん経験しているが、発達障害のあ
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る児はその経験が乏しい。課題前に身体を動かす、ワンアクションを挟むことが大切であ

る。感覚機能では、重力に抗して姿勢を保つ働きなどのある前庭感覚、運動をコントロー

ルするなどの固有受容感覚、触覚がある。前庭感覚と固有受容感覚の統合により姿勢は発

達する。また時間内に「できた」で終わることが大切である。 

 ④まとめ 

   作業学習を考えるときには、対象児の特徴に共感する、作業学習でする活動について考え

てみる、スモールステップで【できた】ということを尊重する。また、社会に出ることに

イメージや意識をもてるとよい。 
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  管外主張報告 

第７１回 全国肢体不自由教育研究会 

     「肢体不自由教育の充実をめざした子ども主体の学びの充実 

田中亜弥（小学部） 
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